
や

だ
ま

福
島
・矢
玉
遺
跡

第

一七
こ

１
　
所
在
地
　
　
　
福
島
県
会
津
若
松
市
高
野
町
下
吉
田

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
四
年

（平
６
）
六
月
―

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
会
津
若
松
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
萩
生
田
和
郎

。
石
本
哲
也

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良

・
平
安
時
代

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

矢
玉
遺
跡
は
、
会
津
盆
地
の
や
や
南
東
に
位
置
す
る
水
田
地
帯
に
所
在
す
る

遺
跡
で
、
県
営
圃
場
整
備
事
業
の
実
施
に
伴
い
一
九
九
四
年
に
市
教
育
委
員
会

で
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
会
津
郡
衡
の
推
定
地
で
あ
る
河
沼
郡
河
東
町
の
郡

山
遺
跡
か
ら
南
西
約
二

・
五
航
に
位
置
し
、
遺
構
や
出
土
遺
物
、
木
簡
の
内
容

か
ら
平
安
時
代
の
会
津
郡
衛
に
関
係
し
た
物
資
の
集
積
施
設
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
本
誌
第

一
七
号
で
四
点
の
木
簡
を
紹
介
し
た
が
、　
一
九
九
九
年
度
と
二
〇

〇
〇
年
度
に
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
、
木
簡
の
全
容
が
判
明
し
た
た
め
、
釈
文
の

訂
正
が
あ
っ
た
木
簡
三
点
と
、
新
た
に
判
引
し
た
木
簡

一
一
点
に
つ
い
て
報
告

す
る
。

三
人
号
土
坑

ω

　

「
＜
白

和

世

種

一
石

　

　

　

　

　

（顕

Ｘ

∞受

『

ｏ
器

ｖ
②

第
一
号

一
号
溝

②

　

「
＜
足
張
種

一
石

働
　
。
（
□
若
有
又
造
用

二
年
六
月
十
二
日
田
□〔

主
力
〕

〔
西
行
力
〕

・
□
□
廿
□

□
□
廿
□

〔行
畠

四
カ
〕

七
号
溝

ω

　

「七
年
出
挙
　
（題
鎖
軸
）

八
号
溝

〔
見
力
〕

働
　
。
「□
台
政
所
符
　
田
中
村
読
祖
等

名
□
□
召
符
如
件
宜
承
知
□
□

．□織
麟蜘
翻
随年

０

　

「
＜
長
非
子

一
石
」

含
ωＰ）
×
解
×
ω

寓
ω
　
ｌ７
０

第
三
号

（篤
ｅ
×
獣
×
６　
寓
μ　
ｖ
ω
　
第
四
号

（鶯
９
×
遵
×
↓　
息
牌　
第

一
五
号

（囀
９
×
駕
×
⇔　
〓
Φ　
第
五
号

（
Ｐ
『
『
）
×
∞
⇔
×
い
　
ｏ
∞
Ｐ
　
範
↑エ
ハ
旦
●

卜絣
×
房
×
　ヽ
畠
］

第
七
号

日日
□回
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釈文の訂正と追加

l101  (9)  (8)llつ

（ぷ
じ
×
金
じ
×
６
）

寓
Ｐ　
第

一
四
号

Ｐ溺
×
ぢ
×
ヽ
　
８
Ｐ　
第

ニ
ハ
号

脂式
×
ぷ
×
∞　
ａ
〕

第

一
七
号

い
は
⑩
と
文
面
が
同

一
で
、
形
態
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
付
札
木
簡
で
、
種

粗
の

「白
和
世
」
と
い
う
品
種
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
「白
和
世
」
は

「早
稲
」
の
品
種
で
、
『地
方
名
目
』
全

七
七
五
年
、
岩
代

・
磐
城
）
に

「白
早

稲
」
と
あ
り
、
同

一
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
、
近
世
の
農
書
に
度
々
見
ら
れ
る
。

②
も
種
概
の
付
札
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「足
」
が

「す
く
」
と
も
訓
ま
れ
た
こ

と
か
ら
、
「足
張
」
は

「す
く
は
り
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『清
良

記
』
全

七
〇
二
―
一
七
三
一
年
）
の

「栖
張
」
（す
く
は
り
）
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
品
種
は
、
明
治
時
代
の

「縮
張
」
（し
ゅ
く
は
り
。
す
く
は
り
）
で
あ
り
、

表 (部分)

後
に
、
全
国
的
に
広
く
栽
培
さ
れ
た

「亀
治
」
に
受
け
継
が
れ
た
品
種
と
考
え

ら
れ
る
。

①
の
裏
面
二
行
日
の
一
文
字
目
は

「右
」
ま
た
は

「左
」
で
あ
ろ
う
。

い
は
題
箋
軸
で
、
軸
部
の
下
部
が
欠
損
し
て
い
る
。
某
七
年
の
出
挙
に
関
わ

る
文
書
を
巻
子
仕
立
て
に
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
＜
荒
木
種

一
石
」

衰
符
篠
）
急
々
如
律
令
」

ｌ

ｌ

符
宜
承
知
不
得
追
廻
符
日
□

「
＜
白
和
世
種

一
石
」

「日
‐十
日
合
弐
□
口
日
―十
日
回

＝

廿

「太
麦
」

「太
麦
」

］
葛
×
駕
×
枷　
需
∞　
第

一
〇
号

〕
名
×
獣
×
い

〓
μ

第

一
一
号

６
］
Ｐ
）
×
６
『
）
×
卜

寓
Ｐ

第

〓

一号

Ｐ３
×
馘
×
∞

常
∞

第

三
二
号

(いずれも赤外線画像)



①
は
、
本
来
短
冊
形
で
あ
っ
た
も
の
を
、
二
次
的
に
先
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
。

下
端
は
欠
損
す
る
。
痛
み
が
激
し
く
、
墨
痕
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
符
式
の
木
簡

で
、
差
出
が

一醜
能
政
所
」
、
宛
先
が

「
田
中
村
読
祖
等
」
で
あ
り
、
田
中
村

（遺
跡
の
北
、
湯
川
村
に
田
中
の
地
名
が
あ
る
）
に
在
住
す
る
仏
典
講
読
者
に
宛
て

た
も
の
か
。
裏
面
に
は
、
符
の
施
行
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
矢
玉
遺
跡
に
存
在

〔
見
力
〕

し
た

「□
台
政
所
」
が
、
圏
中
村
の
読
祖
等
を
召
喚
し
、
被
召
喚
人
が
本
木
簡

を
携
え
て
本
遺
跡
に
出
向
き
、
そ
こ
で
木
簡
が
廃
棄
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑥
は
、
上

。
下
端
と
も
欠
損
し
、
墨
痕
が
わ
ず
か
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
文
書
木
簡
の
一
部
で
、
「承
和
五
年
」
（仝
二
八
）
の
年
紀
が
あ
り
会
津
地

方
で
は
最
も
古
い
年
号
木
簡
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
木
簡
は
、
材
質
や
書
体
の

特
徴
か
ら
③
と
同

一
木
簡
と
考
え
ら
れ
、
文
書
木
簡
の
一
部
と
推
定
さ
れ
る
。

０
は
、
中
間
部
分
に
折
れ
が
あ
る
が
ほ
ぼ
完
形
で
あ
る
。
付
札
木
簡
で
、
種

概
の

「長
非
子
」
と
い
う
稲
の
品
種
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
「長
非
子
」

（な
が
ひ
＞」
。
長
彦
）
は
、
平
安
時
代
の

『庚
申
西
国
受
領
歌
合
』
承
暦
三
年

全

〇
七
九
）
の
中
に

「我
君
の
御
代
長
彦
の
苗
を
し
も
引
き
つ
ら
ね
て
も
植

う
る
田
子
か
な
」
と
あ
り
、
そ
の
後
も
度
々
和
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

０
は
、
上
部
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
り
、
圭
頭
に
な
っ
て
い
る
。
付
札
木
簡

で
、
種
概
の

「荒
木
」
と
い
う
品
種
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
習
加木
」
は
、

天
明
四
年

（
一
七
人
四
）
の

翌
返
江
国
周
智
郡
田
中
村
村
鑑
明
細
書
上
帳
」
に

「荒
木
」
と
見
え
、
農
林
水
産
技
術
会
議
事
務
局

『わ
が
国
の
在
来
稲
品
種
の

特
性
』
全

九
七
〇
年
）
に
も

「あ
ら
き
」
が
あ
り
、
近
年
ま
で
栽
培
さ
れ
て
い

た
品
種
で
あ
る
。

⑪
は
、
完
形
の
木
簡
で
、
呪
符
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
「
日
」
を
四
行
三
段

に
記
し
た
符
篠
が
読
み
と
さ
れ
る
。

⑩
は
、
部
分
的
に
原
形
が
認
め
ら
れ
る
が
、
加
工
痕
や
削
平
が
あ
り
、
わ
ず

か
に
墨
痕
が
見
え
る
。
符
式
に
よ
る
下
達
文
書
木
簡
で
、
召
喚
な
ど
に
関
わ
る

命
令
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
⑭
は
、
ほ
ば
完
形
の
木
簡
で
あ
る
。
麦
の
品
種
な
ど
に
関
す
る
木
簡
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
な
か
で
種
概
に
関
す
る
資
料
は
、
同

一
品
種
が
平
安
時
代
以
降
、
近
世

ま
で
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
当
時
の
政
権
が
い
か
に
稲
を
厳
重
に
管

理
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

な
お
、
釈
読
に
あ
た
つ
て
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏
の
ご
教
示

を
得
た
。

８
　
関
係
文
献

会
津
若
松
市
教
育
委
員
会

『矢
玉
遺
跡
　
若
松
北
部
地
区
県
営
ほ
場
整
備
発

掘
調
査
報
告
書
Ｉ
』
盆

九
九
九
年
）

同

『若
松
北
部
地
区
県
営
ほ
場
整
備
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅱ
』
全
一〇
〇
〇
年
）

平
川
南

「新
発
見
の

「種
子
札
」
と
古
代
の
稲
作
」
翁
国
史
学
』

三
ハ
九
、　
一

九
九
九
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（石
田
明
夫
）




